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SBPSクレジットカード加盟店規約 

（他社端末使用、対面取引用） 
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第1章 総則 

 

第1条 （規約の適用） 

1. 本規約は、SBペイメントサービス株式会社（以下、｢SBPS｣といいます）が加盟を承諾したカー

ド加盟店（第 3 条（用語の定義）第 1 号）が行う信用販売（第 3 条第 10号）に関し、適用され

るものとします。 

2. 信用販売に関して、本規約の他に SBPSが別途定める特約などの諸規程が適用される場合、当該

諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。 

3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるも

のとします。 

 

第2条 （規約の変更） 

1. SBPSは、個別にカード加盟店の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することができるも

のとします。 

2. SBPSは、前項の規定により本規約の変更をするときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に

本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を SBPS 所定の方法で

周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。 

 

第3条 （用語の定義） 

本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。 

(1) 申込者 
本規約を承認のうえ、カード加盟店契約の締結を希望する日本国内

に所在地を有する法人、団体及び個人事業主 

(2) カード加盟店 
本規約を承認のうえ、SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を承

諾した法人、団体及び個人事業主 

(3) カード取扱店舗 カード加盟店が運営する、信用販売を行う店舗又は施設 

(4) カード 

下記①から③に記載したクレジットカード等（デビットカード、プ

リペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票

その他の物又は番号、記号その他の符号を含むものとします）のう

ち、SBPSが指定するもの 

①SBPSが発行するクレジットカード等  

②提携組織に加盟している日本国内及び日本国外の会社が発行する

クレジットカード等 

③SBPS と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が発行する

クレジットカード等 

(5) カード会員 カードを正当に所持する者 

(6) カード番号等 

カード会員がカードで商品や役務の対価を支払うにあたって必要と

なる、割賦販売法（昭和 36 年法律第 159 号）第 35 条の 16 第 1 項

に定める「クレジットカード番号等」（クレジットカード番号、クレ

ジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコードをいい

ます） 

(7) 提携組織 
SBPSが提携又は加盟する法人その他の団体（Visa Worldwide Pte. 

Limited、MasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd.を含むものとします） 
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(8) 提携組織の規則等 

提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、

ガイドライン等及び提携組織の指示、要請等（提携組織の指示に基

づく SBPSからカード加盟店に対する指示等を含むものとします） 

(9) カード発行会社 カード会員に対しカードを発行した会社 

(10) 信用販売 

本規約及び SBPS 所定の手続きに基づき、カード加盟店がカード会

員に対して商品等の販売を行う場合に、カード加盟店がカード会員

から当該商品等の代金又は対価を直接受領することなく、カード会

員に対して商品等を販売又は提供する販売方法 

(11) 売上票 
信用販売した際にカード加盟店が作成する、商品等の金額などSBPS

所定の事項を記入する帳票（電子データを含むものとします） 

(12) 売上集計表 

カード加盟店が、SBPS に対して当該信用販売に係る商品等代金、

税金及び SBPSが認める料金等（以下、「信用販売代金」といいます）

の立替払いを請求するために、売上票を添付して作成する帳票（電

子データを含むものとします） 

(13) 商品等 
カード加盟店がカード会員に販売もしくは提供する、物品・サービ

ス・権利・ソフトウェア等 

(14) 信用照会端末 

カードの有効性を照会するための、SBPS が指定するカード信用照

会端末機器（取扱説明書の付属品及び使用のためのソフトウェアを

含むものとします） 

(15) クレジットカー

ド・セキュリティ

ガイドライン 

クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカ

ード・セキュリティガイドライン」（以下、「セキュリティガイドラ

イン」といい、名称が変更された場合であっても、クレジットカー

ド情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカ

ード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事

項を取りまとめた基準として当該セキュリティガイドラインに相当

するものを含むものとします）であって、その時々における最新の

もの 

(16) 加盟店ポータル 

カード加盟店が届け出た情報の参照、変更、カード加盟店契約の解

約依頼、その他 SBPS 所定のサービスを利用することができるポー

タルサイト 

 

第2章 カード加盟店契約 

 

第4条 （カード加盟店契約の申込） 

1. 申込者は、本規約及び SBPSが別途定める諸規程を承諾のうえ、SBPSが定める手法によりカー

ド加盟店契約の申込みを行うものとします。 

2. 申込者及びカード加盟店は、カード加盟店契約申込日現在及びカード加盟店契約の有効期間中に

おいて、SBPSに対し、次の各号に掲げる事実を表明し、かつ保証する。 

(1) カード加盟店契約を締結し、また本規約の規定に基づき義務を履行する完全な権利能力及び

行為能力を有し、カード加盟店契約上の申込者及びカード加盟店の義務は、法的に有効かつ

拘束力ある義務であり、申込者及びカード加盟店に対して強制執行可能であること。 

(2) カード加盟店契約を締結し、これを履行することにつき、法令並びに申込者及びカード加盟

店の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践し
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ていること。 

(3) カード加盟店契約の締結及びカード加盟店契約に基づく義務の履行は、申込者及びカード加

盟店に対して適用されるすべての法令及び申込者及びカード加盟店の定款、取締役会規則そ

の他の社内規則に違反せず、申込者及びカード加盟店が当事者であり、又は申込者及びカー

ド加盟店が拘束される契約その他の書面に違反せず、また申込者及びカード加盟店に適用さ

れる判決、決定又は命令に違反しないこと。 

(4) カード加盟店契約が、申込者及びカード加盟店の代表者又は代表者から有効な委任を受けた

代理人によって締結されたこと。 

(5) SBPSに提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含まれていないこと。 

(6) カード加盟店契約を申し込む時点において、債務超過ではなく、カード加盟店契約を締結す

ることは、詐害行為取消権の対象とはならず、申込者及びカード加盟店の知りうる限り、カ

ード加盟店契約について詐害行為取消権その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。 

3. SBPSは、第 1項により届出のあった所在地に送付書類を郵送した場合には、延着又は到着しな

かった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 

4. カード加盟店は、本規約に基づき信用販売を開始する時点において、以下に定める事項について、

いずれの事実も真実であることを表明し、保証するものとします。 

(1) 第 32条（カード番号等の適切な管理）、第 33条（カードの有効性確認）、第 34条（不正利用

等発生時の対応）、第 36条（個人情報等の管理責任）、第 37条（個人情報等の漏洩等の対応）

及び第 45条（委託）を遵守するための体制を構築済みであること。 

(2) 特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）に定められた禁止行為に該当する行為を

行っていないこと、また直近 5年間に同法による処分を受けていないこと。 

(3) 消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）において消費者に取消権が発生する原因となる行為

を行っていないこと、また直近 5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。 

5. カード加盟店は、第 2項又は前項の表明保証した内容が真実に反すること、もしくは反するおそ

れがあることが判明した場合、SBPSに対し、直ちにその旨を申告するものとします。 

6. 申込者は、第 1項の申し込みにあたって、申込日以前にカード番号等の漏洩をしたことがある場

合には、SBPSに対し、その旨の申告を行うものとします。 

7. カード加盟店は、カード加盟店契約成立後に第 4項第 1号に定める体制が構築されていないこと

が判明した場合、もしくはカード加盟店契約成立後に当該体制を構築できなくなった場合、又は

同項第 2号もしくは第 3号に該当する事由が生じた場合には、SBPSに対し、直ちにその旨を申

告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。 

 

第5条 （カード加盟店契約の成立） 

1. カード加盟店契約は、前条に定める申込に対し、SBPS が審査のうえ承諾を通知し、SBPS が定

めるカード加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。 

2. 前項の場合において、カード加盟店は、SBPSがカード加盟店契約の締結にあたって条件を定め

た場合、当該条件がカード加盟店契約の内容となることに承諾するものとします。なお、カード

加盟店は、SBPSの定める条件に承諾できない場合、何らの違約金を支払うことなく、カード加

盟店契約を解約することができるものとします。 

3. 第 1 項の定めにかかわらず、SBPS は、カード加盟店契約の申込を承諾することが技術上又は

SBPSの業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPSが判断した場合、カード加盟店

契約の申込を承諾しないことがあるものとします。 

4. SBPSは、カード加盟店契約の申込を承諾する場合には、カード加盟店に対し、信用販売専用の

カード加盟店番号を付与するものとします。なお、カード加盟店がカード加盟店番号の追加、取

消しを希望する場合の手続きは、SBPSが別途定める手続きによるものとします。 
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5. カード加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに SBPSが定める加盟店標識を掲

げるものとします。 

6. カード加盟店は、カード会員によるカード利用を促進するために、SBPSが、カード加盟店の個

別の了承なしに、印刷物などにカード加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称及び所在地な

どを掲載又は表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 

7. カード加盟店は、カード取扱店舗に対して、本規約の規定を周知徹底し、かつ遵守させるものと

し、カード取扱店舗が行った行為について、カード加盟店は一切の責任を負うものとします。 

8. カード加盟店は、加盟店ポータルを利用することができ、利用にあたっては、別途 SBPSが定め

る加盟店ポータルに関する規約を遵守するものとします。 

 

第6条 （信用照会端末、信用販売関係書類等） 

1. カード加盟店は、信用販売ができるように、自己の費用と責任で、信用照会端末その他これらに

付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備、維持するものとします。 

2. カード加盟店は、信用販売を行うにあたり、第三者から信用照会端末を購入又は貸借する必要が

ある場合、カード加盟店の費用と責任により、第三者から信用照会端末の購入又は貸借するもの

とします。 

3. カード加盟店は、信用照会端末を第三者から購入又は貸借し、当該第三者が信用照会端末利用に

関する規約等を定めている場合、当該規約等を遵守のうえ、信用照会端末を利用するものとしま

す。 

4. カード加盟店は、売上票、売上集計票等の信用販売関係書類、加盟店標識等の用度品を、信用販

売を行うために使用するものとし、これらを信用販売以外の目的に使用したり、またこれらを第

三者に使用させたりしてはならないものとします。 

 

第7条 （取扱いカード） 

1. カード加盟店は、カード券面記載のカード有効期限、カード会員番号、カード会員氏名の様式要

件を具備したもの、及びカード裏面のカード会員署名欄に当該カード会員による自署がされてい

るカードを有効なカードとして取り扱うものとし、自署したカード会員以外の者にカードを利用

させてはならないものとします。 

2. SBPSは、前項の定めに適合するカードであっても、カード会員のカード利用状況等により、特

定のカードについて、信用販売の取扱いをできない旨の指定（無効カード通知）を行うことがで

きるものとします。 

 

第3章 信用販売 

 

第8条 （信用販売の方法） 

1. カード加盟店は、カード会員が信用販売を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客

と同様に、次の要領により信用販売を行うものとします。ただし、SBPS が別に定める場合は、

この限りではないものとします。 

(1) カードの真偽、及び有効期限につき、そのカードが有効なものであることを確認するととも

に、カードが有効である場合には SBPS 所定の方法により売上票を送信又は送付し、SBPS

からの承認を得るものとします。 

(2) その場でカード会員による売上票へのカード会員の署名又はカード会員本人による暗証番号

の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であること、又は

当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。なお、カード加盟店はカー
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ド会員に対し、売上票にカード会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとしま

す。 

(3) カード券面の会員番号・カード名義人と売上票のカード会員番号・会員氏名が同一であるこ

とを確認するものとします。 

(4) 売上票の控え、又は売上票に記載した事項が記載されている書面を当該カード会員に交付す

るものとします。 

2. カード加盟店は、本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。 

3. カード加盟店は、割賦販売法が適用される信用販売の場合、同法が定める事項以外の事項を追記

した SBPS 指定の書面を遅滞なくカード会員へ交付するものとします。また、カード加盟店は、

本項に定める以外の割賦販売法その他法令上カード加盟店に課されるカード会員に対する書面

交付義務を遵守するものとします。 

4. カード加盟店契約の対象となる信用販売は、カード加盟店が本規約の定めるところに従って

SBPSに届出を行い、SBPSが事前に承認したものに限定されるものとします。 

5. SBPSの提携関係に変動が生じたときは、SBPSからの通知により信用販売を行うカードの範囲

も変動するものとします。 

 

第9条 （信用販売の種類） 

1. カード加盟店が信用販売において選択することのできる支払回数の種類は、以下のとおりとしま

す。 

(1) 1回払い 

(2) リボルビング払い 

(3) 分割払い（3回以上） 

(4) 2回払い 

(5) ボーナス払い 

2. 前項の規定にかかわらず、1 回払い以外の支払回数の種類については、SBPS が事前に承認した

カード取扱店舗でのみ取扱いができるものとします。ただし、日本国外の会社が発行するカード

の信用販売において選択することのできる支払回数の種類は、1 回払いのみとします。なお、日

本国内の会社が発行するカードであってもカード会員とカード発行会社との契約によっては、一

部の支払回数の取扱いができない場合があるものとします。 

3. カード加盟店又は SBPSが、支払区分の取扱いの変更を希望する場合は、変更希望日の 3ヶ月前

までに書面により相手方に通知するものとします。なお、カード加盟店が、支払区分の取扱いを

変更する場合、SBPSの承認が必要となるものとします。 

4. それぞれの信用販売の種類における支払い回数、取扱期間等は、以下のおりとします。 

信用販売の種類、取扱期間 締切日 立替払い日 

1回払い、2回払い、分割払い、リボルビング払い 
15日 当月末日 

末日 翌月 15日 

ボーナス一括払い 
7月 1日～11月 30日 12月 15日 12月末日 

12月 1日～翌年 6月 30日 7月 15日 7月末日 

 

第10条 （信用照会端末による信用販売） 

1. カード加盟店は、全ての信用販売について信用照会端末を使用してカードの有効性を確認し、

SBPS からの信用販売の承認を得るものとします。なお、カード加盟店は、カード会員から IC

カードを提示された場合は、ICカードによる信用販売を優先的に取り扱うよう努めるものとしま

す。 
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2. カード加盟店は、信用照会端末に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつカード会員に

よって入力された暗証番号が真正であると信用照会端末が判定した場合には、カード会員の署名

を要しないものとします。 

3. 信用照会端末の故障、電話回線障害等により信用照会端末が使用できない場合には、カード加盟

店は信用販売を行ってはならないものとします。 

 

第11条 （商品等） 

1. カード加盟店は、SBPS に対し、事前に信用販売の取扱対象となる商品等を通知し、SBPS の承

認を得るものとします。なお、SBPSの承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合について

も同様とします。 

2. カード加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPSより取扱中止要請があった場合、その

指示に従うものとします。 

3. カード加盟店は、信用販売において以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。 

(1) 公序良俗に反するもの。 

(2) 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33年法律第 6号）・麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28年法律

第 14 号）・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（昭和 35年法律第 145号）等の関係諸法令の定めに違反するもの、又はそのおそれが

あるもの。 

(3) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、又はそのおそれがあるもの。 

(4) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、又はそのおそれのあるもの。 

(5) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はそのお

それのあるもの。 

(6) 第三者の著作権・肖像権・プライバシー権・知的財産権等を侵害し、又は侵害するおそれが

あるもの。 

(7) 偽造品、模造品、模倣品等。 

(8) 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの（提携組織が公序良俗に反すると判断し   

たもの、及び提携組織の規則等における取扱条件を満たさないものを含むものとします）。 

(9) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他

の有価証券等の換金性の高い商品及び SBPS が別途指定した商品等。ただし、SBPS が個別

に認めた場合はこの限りではないものとします。 

(10) その他、カード会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、又は SBPS 及び提携組織の

ブランドイメージ保持の観点から、SBPSが不適当と判断したもの 

4. カード加盟店は、旅行商品、酒類、米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、

SBPSに対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。 

 

第12条 （商品等の告知） 

1. カード加盟店は、カード加盟店の責任と負担において、商品等に関する告知の企画・制作を行う

ものとします。 

2. カード加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。 

(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法（昭和 37年法律第 134

号）、消費者契約法等の消費者保護関連法令及び行政通達等に違反しないこと。 

(2) カード会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。 

(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。 

3. カード加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。た

だし、SBPSが別途定める場合は、この限りではないものとします。 
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4. カード加盟店は、SBPSの指示に従い、企画・制作した告知の内容について、事前に SBPSに届

け出るものとし、これを変更する場合も同様とします。 

 

第13条 （改善措置等） 

SBPSは、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、カード加盟店の信用販売の方法、商品等内容、

告知の方法等について、改善措置等が必要と判断した場合には、カード加盟店に対して変更・改

善もしくは販売中止を求めることができるものとし、カード加盟店はその要求に従い速やかに適

切な措置を取るものとします。 

 

第14条 （カード加盟店の義務） 

1. カード加盟店は、カード会員からの信用販売を利用しての商品等の購入申込を受け付けるにあた

り、以下の事項を遵守するものとします。 

(1) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する

法律等（平成 19年法律第 12号）の関連法令及び行政通達等に違反しないこと。 

(2) 有効なカードによる信用販売の申し込みを行ったカード会員に対し、信用販売を拒絶したり、

直接現金払いや他社の発行するカードの利用を要求したり、現金払いの顧客と異なる代金を

請求したり、信用販売の金額に本規約に定める以外の制限を設けたりする等、カード会員に

不利となる差別的取扱いを行わないこと。 

(3) 信用販売に使用するカード加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について SBPS が情

報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を

講じること。 

2. カード加盟店は、カード会員からの信用販売の申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下

の対応・措置を講じるものとします。 

(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利に

ならないように取り計らうものとし、カード加盟店が責任を取りえない範囲についてカード

会員が理解できるようにあらかじめ告知すること。 

(2) カード会員に対し信用販売の仕組みを提示し、カード会員がカード会員とカード加盟店と   

の間の信用販売の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。 

3. カード加盟店は、信用販売の申込に関する情報及びそれに対するその後の処理経過を、SBPSが

承認する適切な方法によって、取引日ごとに整理して記録するものとします。 

4. カード加盟店は、自己の提供するサービスにおいて、不正利用、不正購入、不正取引等が行われ

ることを防止する体制（SBPSから要請された内容がある場合には、それを含むものとします）

の構築ならびに措置を講じ、かつこれを維持するものとします。 

5. カード加盟店は、自己の費用と責任において、自己が保有する利用者の情報（クレジットカード

番号等を含むものとします）を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧、盗用、改ざん、破

壊等されないための体制の構築、ならびに措置を講じ、かつこれを維持するものとします。 

6. カード加盟店は、SBPSから法令等を遵守するため必要な対応を求められた場合、これに応じる

ものとします。この場合において、カード加盟店が SBPSの要請に対応しなかったことにより損

害を被ったとしても、SBPSは一切責任を負わないものとします。 

 

第15条 （カード加盟店の禁止行為） 

1. カード加盟店は、次の各号に定める行為又はこれに類似する行為を行ってはならないものとしま

す。また、カード加盟店又はカード取扱店舗の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為又は

これに類する行為を行った場合には、カード加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされる

ものとします。 
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(1) 自己取引に信用販売を利用すること。 

(2) カード加盟店がカード加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用す

ることを容認し、あたかもカード加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと。 

(3) 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのようにカード会員と通謀しあるいはカー

ド会員に依頼して取引があるかのように装うこと。 

(4) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為を行うこと。 

(5) SBPSに留保された商品等の所有権を侵害すること。 

(6) カード加盟店の過去の売掛金の回収のためにカード加盟店契約に基づく決済を利用すること。 

(7) 第三者の売掛金の決済・回収のためにカード加盟店契約に基づく決済を利用すること。 

(8) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそ

れのある行為をすること。 

(9) SBPS又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

(10) SBPSもしくは第三者を誹謗中傷し又は名誉もしくは信用を傷つけるような行為 

(11) 第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為 

(12) 詐欺等の犯罪に結びつく行為 

(13) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為 

(14) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為 

(15) 通常 1枚の売上票で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票で処理すること。 

(16) SBPSが承認した場所以外で信用販売を行うこと。 

(17) その他カード加盟店契約又は法令、商習慣等に反した信用販売を取り扱うこと。 

2. SBPSは、カード加盟店が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことを知った場合、又は

該当するおそれがあると判断した場合は、直ちにカード加盟店に通知するものとし、この場合、

加盟店は、自らの費用と責任において適切な措置を講じるものとします。 

3. SBPSは、カード加盟店の行為が第 1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、

事前にカード加盟店に通知することなく、信用販売の全部又は一部を中止することができるもの

とします。なお、SBPSは、本項の定めによりカード加盟店の行為を監視する義務を負うもので

はないものとします。この場合において、SBPS は、カード加盟店に対し、SBPS に故意又は重

大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。 

 

第16条 （商品等の引き渡し・提供） 

1. カード加盟店は、信用販売を行った場合、カード会員に対し、直ちに商品等を引き渡し又は提供

するものとします。なお、信用販売を行った日に商品等を引き渡し・提供することができない場

合には、カード加盟店は、カード会員に対して書面又は適切な方法をもって引き渡し時期・引き

渡し期間又は提供時期・提供期間を通知するものとします。 

2. カード加盟店は、信用販売に係る商品等を複数回に分けて又は継続的に引き渡しもしくは提供す

る場合において、カード会員に対して書面又は適切な方法をもって引き渡し時期・引き渡し期間

又は提供時期・提供期間を通知するものとします。また、この場合において、カード加盟店の事

由により商品等の全部又は一部の引き渡し又は提供をすることが不能又は困難となったときは、

カード加盟店は直ちにその旨をカード会員及び SBPSに連絡するものとします。 

 

第17条 （無効カード等の取扱い） 

1. カード加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合は、カード提示者に対する信用販売を拒絶

するものとします。 

(1) SBPSから無効を通知されたカードの提示を受けたとき。 

(2) 明らかに偽造、変造、模造と判断できるカード又は破損等したカードの提示を受けたとき。 
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(3) カード記載の署名と売上票に記載された署名が明らかに相違するとき。 

(4) カード名義人の氏名とカード提示者の性別その他が、明らかに不整合があるなど、カード提

示者がカード名義人以外の者と思われるとき。 

(5) カード提示者が明らかに不審であるとき。 

(6) その他カードの利用等について不審と思われるとき。 

2. 前項各号のいずれかに該当する場合、カード加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものと

します。また、この場合、カード回収の成否の如何を問わず、また事前事後にかかわらず、直ち

に SBPSに当該事象を連絡し、SBPSの指示に従うものとします。 

3. 前 2項に違反して信用販売が行なわれた場合、カード加盟店は当該信用販売代金の全額について

一切の責任を負うものとします。 

 

第18条 （信用販売の円滑な実施） 

1. カード加盟店は、第 22 条（立替払い請求）の立替払いの請求手続きを行った後にカード会員が

割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回又は信用販売の解除（ク

ーリング・オフ）を行った場合には、直ちに第 26 条（信用販売の取消し等）に定める信用販売

の取消し等の手続を行うものとします。 

2. カード加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、第 22 条の立替払

いの請求手続きを行った後にカード会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに SBPSに届け

出るとともに、SBPS所定の方法により当該カード会員と当該信用販売の精算を行うものとしま

す。なお、この場合の手続きは、第 26条が準用されるものとします。 

 

第19条 （記録等の保管） 

カード加盟店は、次の各号に掲げる記録等を、カード加盟店の責任において 10 年間保管するも

のとし、SBPSから当該データ等の請求があった場合、速やかにそれらを提出するものとします。 

(1) 信用販売の申込及びこれに対するその後の処理経過 

(2) 信用販売した商品等をカード会員が受領したことを証する書面又は記録 

 

第20条 （提携組織の規則等の遵守） 

1. カード加盟店は、提携組織の規則等に準拠して信用販売を行うものとします。 

2. カード加盟店が提携組織の規則等に準拠した信用販売を行うために要する費用は、カード加盟店

の負担とします。 

3. 提携組織の規則等に変更（制定、廃止等を含むものとします）があった場合、変更後の内容が適

用されるものとし、当該変更に起因してカード加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任

は、カード加盟店が負担するものとします。 

4. 提携組織が、カード加盟店側に生じた事由に起因して、SBPSに違約金、反則金等（名称の如何

は問わないものとします）を課すことを決定した場合、カード加盟店は、SBPSの請求に応じて

違約金、反則金等と同額の金銭を SBPSに支払うものとします。 

 

第4章 立替払い 

 

第21条 （事前承認） 

1. カード加盟店は、カード会員からの信用販売の申込を受付けたときは、全件について、SBPS所

定の方法により SBPSから信用販売の承認を得るものとし、SBPSからの承認が得られない場合

は、当該取引に係る信用販売を行わないものとします。SBPSは承認した信用販売について、承
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認番号を付与するものとします。なお、カード加盟店は、SBPSから承認を得た後は、直ちに売

上確定の手続きを行うものとします。 

2. カード加盟店は、前項に定める SBPSの承認が、カードの有効性のみ保証するものであり、当該

信用販売の申込者がカード会員本人であることを保証するものではないことを承諾するものと

します。 

3. カード加盟店は、SBPSから承認を得て信用販売を行う場合には、SBPSが別途定める場合を除

き、SBPS所定の売上票に SBPS所定の事項を記載の上、信用販売を行うものとします。 

4. カード加盟店は、商品等もしくは権利の提供日又は役務の提供日を信用販売日として、SBPS所

定の売上票を作成するものとします。 

5. 売上票に記載できる金額は、当該信用販売代金のみとし、現金の立替え及び過去の売掛金の精算

等を含めることはできないものとします。また、通常 1枚の売上票で処理されるべきものを日付

の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、及び売上票の金額訂正はできないものと

します。 

6. カード加盟店は、前各項による信用販売を行った後、カード会員に対し、割賦販売法及びその施

行規則に定める事項等を記載した書面を交付するものとします。またカード加盟店は、本項に定

める以外の割賦販売法その他の法令上、カード加盟店に課されるカード会員に対する書面交付義

務を遵守するものとします。 

7. カード加盟店は、本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。 

 

第22条 （立替払い請求） 

1. カード加盟店は、信用販売に係る売上票を SBPS所定の売上集計表に添付して信用販売を行った

日から原則として 10 日以内に SBPS 所定の方法により提出し、信用販売代金の立替払い請求を

行うものとします。 

2. カード加盟店は、SBPSが特に認めた場合は売上集計表及び売上票の提出に代えて、SBPS所定

の規格に対応した売上データを提出することにより、信用販売代金の立替払い請求をすることが

できるものとします。この場合、SBPSが売上票の提出を求めたときは、カード加盟店は速やか

に提出するものとします。また、当該売上データが SBPSのコンピュータによって事故なく読み

込まれたときをもって、請求の効力が発生するものとします。 

 

第23条 （立替払い） 

1. SBPS のカード加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、SBPS がカード加盟店より

提出を受けた売上集計表及び売上票の SBPS到着日（ただし、前条第 2項の方法により請求する

場合には、売上データが SBPSにおいて事故なく読み込まれた日）を基準とし、月末日までに到

着した分を、締切日の翌月 15日までに、また翌月 15日までに到着した分を、締切日の翌月末日

までに、当該到着分に係る信用販売代金から次条に定める所定のカード加盟店手数料を差引いた

金額（以下、「立替払金」といいます）をカード加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により

支払うものとします。ただし、別途、カード加盟店とSBPSが個別に合意した場合には、当該合

意内容に従うものとします。 

2. 前項の SBPS からの支払日が金融機関の休業日の場合、支払日が 15 日のときは翌営業日、月末

日のときは前営業日を支払日とします。 

3. 前 1項に定める SBPSの支払額がマイナスとなった場合、カード加盟店は、SBPSに対し、当該

マイナス分を払う必要があるものとします。この場合、SBPSは、SBPSの判断により翌月以降

の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することがで

きるものとし、当該方法により回収できない場合、請求書を発行するものとし、カード加盟店は

当該請求書に記載された日付までにまでに、SBPSが指定する金融機関の口座に振り込み支払う
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ものとします。なお、振込手数料は、カード加盟店の負担とします。 

4. SBPSは、カード加盟店手数料以外であっても、カード加盟店に対し金銭債権（カード加盟店契

約に基づくものであるか否かは問わないものとします）を有している場合には、当該金銭債権の

弁済期以降であれば、いつでも当該金銭債権を立替払金の支払債務と対当額で相殺することがで

きるものとします。 

 

第24条 （カード加盟店手数料） 

1. カード加盟店は、SBPSに対し、信用販売代金に対して別途定める料率を乗じた金額及び諸費用

（決済サービス利用料、トランザクション費を含みますがこれらに限りません）を、カード加盟

店手数料として支払うものとします。なお、カード加盟店手数料に端数が出た場合は、1 円未満

を切り捨てるものとします。また、SBPSは、いつでもカード加盟店手数料を変更することがで

きるものとします。 

2. 前項の規定に関わらずカード加盟店は、SBPS 所定の方法で申告のうえ、提携組織が定める要件

を満たした場合、前項とは異なる加盟店手数料（以下、「特別手数料」といいます）の適用を受け

られる場合があるものとします。なお、特別手数料の内容は、別途 SBPS 所定の方法で通知する

ものとします。 

3. カード加盟店は、前項の申告にあたり、SBPS に提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容

が含まれていないことを表明し、保証するものとします。また、加盟店は、申告内容に変更が生

じた場合には、直ちに SBPS所定の方法で SBPSに届け出るものとする。 

4. カード加盟店は、前項に違反した場合、特別手数料の適用を受けられないことに同意するものと

します。また、カード加盟店は、特別手数料の適用を受けた後に、前項に違反していたことが判

明した場合には、特別手数料の適用が中止・解除されることに同意するものとします。 

5. カード加盟店は、提携組織が定める要件を満たす場合であっても、SBPS 又は提携組織の決定に

より、特別手数料の適用が受けられない場合があることに同意するものとします。この場合にお

いて、カード加盟店は、特別手数料の適用が受けられない理由の開示を SBPS 及び提携組織に求

めることができないことに同意するものとします。 

6. カード加盟店は、特別手数料の適用を受けた後、提携組織が定める要件を満たさなくなった場合

には、特別手数料の適用が解除・取消し・中止される場合があることに同意するものとします。

この場合において、特別手数料の適用が解除・取消し・中止された後のカード加盟店手数料の内

容（適用日を含む）については、SBPSが別途 SBPS所定の方法（収納明細書による方法を含み、

これに限られないものとします）でカード加盟店に通知するものとし、当該通知の内容に記載の

カード加盟店手数料が適用されることについてカード加盟店は同意するものとします。 

7. カード加盟店は、SBPS 又は提携組織の決定等により、いつでも特別手数料の適用が解除・取消

し・中止される場合があることに同意するものとします。また、特別手数料の適用が解除・取消

し・中止された後のカード加盟店手数料の内容（適用日を含む）については、別途 SBPS 所定の

方法（収納明細書による方法を含み、これに限られないものとします）でカード加盟店に通知す

るものとし、当該通知の内容に記載のカード加盟店手数料が適用されることについてカード加盟

店は同意するものとします。 

8. カード加盟店は、第 3項に違反したことにより、SBPS又は提携組織が損害を被った場合、SBPS

又は提携組織が被った一切の損害を賠償するものとします。 

 

第25条 （商品の所有権の移転） 

1. カード加盟店がカード会員に信用販売を行った商品等の所有権は、第 23 条（立替払い）に基づ

いてSBPSからカード加盟店に立替払金の支払いが行われたときにカード加盟店からSBPSに移

転するものとします。ただし、SBPS から支払われた後に、第 29 条（支払いの取消・留保）等
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に基づき立替払金の支払いが取消された場合、当該商品等の所有権は、カード加盟店が支払済の

立替払金を SBPSに返還したときにカード加盟店に復帰するものとします。 

2. カード加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等又はカー

ド会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、SBPSがカード加盟店に

対し立替払いを行った場合には、信用販売を行った商品等の所有権は、SBPSに移転又は帰属す

るものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。 

3. 信用販売した商品等の所有権がカード加盟店に属する場合でも、SBPS が必要と認めたときは、

SBPSはカード加盟店に通知して、もしくは通知することなく、カード加盟店に代って商品等を

回収することができるものとします。 

 

第26条 （信用販売の取消し等） 

1. カード会員から信用販売の取消（決済の取消を含むものとします）もしくは解除等（以下、本条

において「取消等」といいます）の申し出があり、カード加盟店がこれを受け入れる場合には、

カード加盟店は当該信用販売に係る売上票に記載された売上と同額を記載した取消に係る売上

情報（以下、「売上取消」といいます）を作成し、SBPS に提出するものとします。ただし、こ

の場合であっても、カード加盟店は、カード加盟店手数料を支払うものとします。 

2. 前項の場合において、すでに売上取消に係る立替払金が支払済の場合には、カード加盟店は、

SBPSの選択に従って、SBPSからの請求に基づき、直ちに当該支払済みの立替払金を返還する

か、又は、当該金額をカード加盟店に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことに

より返還するものとします。 

3. カード加盟店は、前 2項の手続きに従わずに、カード会員に対して当該信用販売代金を直接返還

しないものとします。 

4. 第 1 項の規定にかかわらず、カード加盟店が SBPS がカード加盟店に立替払金を支払った後に、

信用販売の取消等を行う場合、SBPSは、取消等を行うカード会員との信用販売又は決済の金額、

件数、その他の事情を考慮して、信用販売の取消等を認めない場合があるものとします。この場

合、カード加盟店は、SBPSと協議のうえ、SBPSの承認を得られた場合に限り、カード会員と

の信用販売の取消等ができるものとします。 

 

第27条 （カード会員との紛議に関する措置等） 

1. カード加盟店は、信用販売した商品等について、品質不良、品違い、未提供、その他の事由によ

りカード会員との間で紛議が生じた場合は、カード加盟店の責任において、遅滞なく解決するも

のとします。 

2. カード加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、SBPSの許可なくカード会員に対して当該信用販

売代金を直接返還しないものとします。 

3. カード加盟店は、SBPSが必要と認める場合には、SBPSに対し、カード会員との取引の態様（当

該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容等）、紛議の発生要因について報告するものと

します。 

4. カード加盟店は、カード会員との間で生じた紛議がカード加盟店の割賦販売法に規定される行為

その他法令で禁止されている行為に起因するものと SBPSが認めた場合には、当該行為の防止体

制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、

SBPSの求めに応じて報告しなければならないものとします。 

5. カード加盟店は、カード加盟店とカード会員との間で生じた紛議の発生状況が、他のカード加盟

店と比較してカード会員の利益の保護に欠けると SBPSが認める場合には、当該行為の詳細事項、

当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために SBPSが必要

と認める事項を、SBPSの求めに応じて報告しなければならないものとします。 
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6. SBPS は、必要があると認める場合には、カード加盟店に対して、改善要請、信用販売の停止、

その他必要な措置を行うことができるものとし、カード加盟店はこれに従うものとします。 

 

第28条 （支払停止の抗弁） 

1. SBPSは、カード加盟店に対し、カード会員が信用販売代金の請求に対して支払停止の抗弁を主

張したことが判明したときは、その旨を通知するものとし、カード加盟店は直ちに当該抗弁事由

の解消に努めるものとします。 

2. 前項の抗弁事由の解消に際しては、前条の規定を準用するものとします。 

3. 第 1項に該当する場合の立替払い金の支払いは、以下のとおりとします。 

(1) 当該立替払金が支払い前の場合には、SBPSは当該立替払金の支払いを保留又は拒絶すること

ができるものとします。  

(2) 当該立替払金が支払い済みの場合には、カード加盟店は SBPS に対し当該立替払金を直ちに

返還するものとします。また、SBPSは当該立替払金を次回以降にカード加盟店に対して支払

う立替払金から差し引けるものとします。  

4. 当該抗弁事由が解消した場合には、SBPSは、カード加盟店に当該立替払金を支払うものとしま

す。なお、この場合には、SBPSは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 

 

第29条 （支払いの取消・留保） 

1. SBPSは、信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、SBPSの承認の有無にかかわらず、

カード加盟店に対して当該信用販売に係る立替払金の支払いを行わないものとします。 

(1) カード会員より自己の利用によるものではない旨の申し出があったとき。 

(2) カード加盟店が提出した売上集計表及び売上票又は売上データの内容に不実不備があるとき。 

(3) カード加盟店がカード加盟店契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカード等にて信

用販売を行い SBPSに立替払い請求をしたとき。 

(4) 本規約の規定に反して、信用販売を行ったとき。 

(5) 信用販売を行った日から 10 日を超え、60 日以内に SBPS へ到着した売上票であって、当該

売上票に係る信用販売代金が、カード発行会社においてカード会員より回収不能となったと

き。 

(6) 信用販売を行った日から 60日を超えて SBPSに到着した売上票であるとき。 

(7) 原因となる信用販売に関し、第 27条（カード会員との紛議に関する措置等）第 1項の紛議等

については、カード加盟店、カード会員又はカード発行会社等より SBPS が通知を受けた日

から、また前条第 1 項の抗弁事由については SBPS よりカード加盟店が通知を受けた日から

2ヵ月を経過しても解決しないとき。 

(8) カード会員が信用販売の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 26条（信用販売の取

消し等）に定める手続を行わないとき。 

(9) 紛失、盗難、偽造又は変造されたカードにより発生した売上。 

(10) 偽造又は変造された電子的情報により発生した売上。 

(11) カード加盟店の事情により、カード会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 

(12) カード加盟店が次条に定める協力・報告をしないとき。 

(13) カード会員から提示されたカードが IC カード又は IC カードの磁気データが不正に複写され

た磁気カードにもかかわらず、セキュリティガイドラインに掲げられた措置によることなく

信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が自己の利用

によるものでない旨の申出があったとき。 

(14) カード加盟店から提出された売上票又は売上データに疑義があることを理由として次条に定

める調査が開始された場合において、当該調査開始日から 30日が経過してもなお当該疑義が
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解消しないとき。 

(15) カード加盟店契約が終了した日以降に信用販売されたものであるとき。 

(16) 第22条（立替払い請求）第2項に基づき売上データの提出を認められているカード加盟店が、

SBPSの求めに対して売上データを速やかに提出しないとき。 

(17) 信用販売を取消等したとき。 

(18) その他、本規約及び提携組織の規則等に違反していることが判明したとき。 

2. 前項の場合において、すでに立替払金が支払済の場合には、カード加盟店は、SBPSの選択に従

って、SBPSからの請求に基づき、直ちに当該支払済みの立替払金を返還するか、又は、当該金

額をカード加盟店に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより返還するも

のとします。 

3. SBPSは、次の各号のいずれかに該当した場合、SBPSが支払うべき金額の全部又は一部の支払

いを留保することができるものとします。 

(1) カード加盟店が第 50条（契約解除等）第 1項各号に定める事由に該当する又は該当するおそ

れがあると SBPSが合理的に判断した場合 

(2) カード加盟店が管理する個人情報等（第 36 条（個人情報等の管理責任））又は個人情報等を

含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等があった又はそのおそれがある

と SBPSが合理的に判断した場合 

(3) 第 30 条（調査・協力）に定める調査を行う場合において、支払いを留保する必要があると

SBPSが判断した場合 

4. SBPS は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、

当該事由発生日以降、本規約に基づき SBPSが支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保す

ることができるものとします。 

(1) カード加盟店から提出された売上票又は売上データに疑義ありと判断したとき。 

(2) SBPSが、第 1項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると認めたとき。 

(3) カード加盟店が、SBPSとのカード加盟店契約以外の契約について、その支払留保又は契約解

除事由に該当したとき。 

5. 前 2項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、SBPSが当該留保金の全部又は一部の支払いを

相当と認めた場合には、SBPSはカード加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。なお、

この場合、SBPSはカード加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負

わないものとし、カード加盟店はこれらを SBPSに請求しないことについて異議を申し立てない

ものとします。 

6. 本条第 1項又は第 2項の規定は、SBPSのカード加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制

限するものではないものとします。 

 

第30条 （調査・協力） 

1. カード加盟店は、カード加盟店契約に関連して、SBPSがカード加盟店に対してカード加盟店の

事業内容・決算内容、カード会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票又は売上

データ・売上請求の内容等、その他 SBPSが必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示

を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、カード加盟店は、SBPSに提出した資料

等が提携組織又はカード発行会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。 

2. カード加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等されたカードによる信用販売、カードの不正使用又

はこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、SBPSがカード加盟店に対して所管の警察署へ

被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。また SBPSがカードの不正使用防

止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。 

3. カード加盟店は、以下に定める事項について、SBPSによる調査に応じなければならないものと
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します。 

(1) カード加盟店においてカード番号等の適切な管理等に支障又はそのおそれがあると SBPS が

合理的に判断した場合。 

(2) カード加盟店においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれがあると

SBPSが合理的に判断した場合。 

(3) カード加盟店が行った信用販売についてカード番号等の不正利用が行われ又はそのおそれが

あると SBPSが合理的に判断した場合。 

(4) カード加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれのある場合。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、カード加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事

情に照らし、カード会員の保護に欠ける又は割賦販売法に基づきカード加盟店に対する調査

を実施する必要があると SBPSが認めた場合。 

(6) その他法令に基づく場合 

4.  前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。 

(1) 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法 

(2) カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関するカード加盟店の書類そ

の他の物件の提出又は提示を受ける方法 

(3) カード加盟店又はその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 

(4) カード加盟店においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カ

ード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 

5. 前項第 4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータと

して取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査（デジタルフォ

レンジック調査）が含まれるものとします。 

6. SBPSは、第 3項から前項までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行

ったことによって新たに発生した費用をカード加盟店に対して請求することができるものとし

ます。 

7. カード加盟店は、カード加盟店契約に定める事項について、提携組織から調査の協力を求められ

た場合には、その求めに速やかに応じるものとします。 

8. SBPSは、カード加盟店に対し、カード加盟店契約に関し、SBPS所定の事項について定期的に

又は必要に応じて調査又は報告を求めることができるものとします。 

9. 加盟店は、行政機関等からカード加盟店契約に関し、調査又は立入検査等を求められた場合には、

これに協力するものとします。 

10. カード加盟店は、SBPSから法令等への対応又は法令を遵守するために必要な対応を求められた

場合、これに応じるものとします。この場合において、カード加盟店が SBPSの要請に対応しな

かったことにより損害を被ったとしても、SBPSは一切責任を負わないものとします。 

11. カード加盟店は、SBPSが本規約に基づく調査・対応について回答期限を定めた場合には、当該

回答期限内までに回答を行うものとします。 

 

第5章 情報管理等 

 

第31条 （カード番号等の取扱い） 

1. カード加盟店もしくは受託者（第 45条（委託））は、信用販売に必要がある場合その他正当な理

由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、カード加盟店もしくは受託者は、次条第 2項に定める措置を講じてい

る場合には、カードの暗証番号及びセキュリティコードを除き、カード番号等を取り扱うことが
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できるものとします。ただし、カード会員の利益の保護に欠ける方法でカード番号等を取り扱っ

てはならないものとします。 

 

第32条 （カード番号等の適切な管理） 

1. カード加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるととも

に、カード番号等の漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り

扱わなければならないものとします。 

2. カード加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、セキュリティガイドラインに掲げられた措

置又はこれと同等の措置を講じなければならないものとします。なお、カード加盟店は、第 45

条（委託）に基づき、カード番号等の取扱いを第三者に委託した場合、当該第三者に対し、セキ

ュリティガイドラインに掲げられた措置を講じさせるものとします。 

3. 前項の規定にかかわらず、SBPSは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード

加盟店が講じる措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがある

とき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又

は態様の変更を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。 

 

第33条 （カードの有効性等確認） 

1. カード加盟店は、信用販売を実施するにあたり、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理

者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用その他

のカード番号等の不正利用（以下、「不正利用」といいます）に該当しないことの確認をしなけ

ればならない。この場合において、カード加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた措

置を講じてこれを行うものとします。 

(1) 提示されたカードの有効性確認 

(2) カードの提示者とカードの名義人との同一性 

2. 前項の規定にかかわらず、SBPSは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード

加盟店の講じる措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがある

とき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又

は態様の変更を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。 

 

第34条 （不正利用等発生時の対応） 

1. カード加盟店は、その行った信用販売につき、カード番号等の不正利用がなされた場合には、必

要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に

基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない

ものとします。 

2. カード加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を SBPSに対して報告するとともに、遅滞なく、

前項の調査の結果ならびに是正及び再発防止のための計画の内容ならびにその策定及び実施の

スケジュールを報告しなければならないものとします。 

 

第35条 （秘密保持） 

1. カード加盟店及び SBPSは、カード加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技

術上、営業上の秘密等一切の情報（媒体及び手段の如何を問わず、複製物及び二次的資料も含む

ものとします、以下、「秘密情報」といいます）を、カード加盟店契約の履行のためにのみ使用

するものとします。また、カード加盟店及び SBPSは、善良なる管理者の注意義務をもって秘密

情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報をカード加盟店契

約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次
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の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。 

(1) 開示を受けた時、既に公知又は公用となっていた情報 

(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知又は公用となった情報 

(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報 

(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報 

2. カード加盟店及び SBPSは、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがな

いよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生

した場合には、その一切の責任を負うものとします。 

3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる

場合はこの限りではないものとします。この場合において、カード加盟店又は SBPSは、相手方

に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相

手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲

を必要最小限に努めるものとします 

4. 本条第 1項の規定にかかわらず、カード加盟店及び SBPSは、カード加盟店契約の履行のために

秘密情報を知る必要のある自社の役員（執行役員を含むものとします）、従業員（雇用の形態を

問わないものとします）、顧問弁護士、公認会計士及び受託者（以下、総称して「従業員等」と

いいます）に、カード加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘

密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。

この場合に、カード加盟店及び SBPSは、従業員等に対し、カード加盟店契約と同等の義務を負

わせかつその一切の責任を負うものとします。 

5. カード加盟店及び SBPSは、カード加盟店契約が終了した場合又は相手方の指示、要求がある場

合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却又は廃棄その他の処分を行うものとします。 

 

第36条 （個人情報等の管理責任） 

1. カード加盟店は、カード会員に関する個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月

30日法律第 57号）第 2条第 1項に定める個人情報をいいます）及びカード番号等（以下、総称

して｢個人情報等｣といいます）を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、

法令等に基づき開示請求された場合を除き、SBPSの書面による事前の承諾を得ることなく第三

者に提供、開示又は漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものと

します。 

2. カード加盟店は、個人情報等の利用目的が終了次第速やかにカード加盟店の責任のもとに個人情

報等を破棄又は消去等するものとします。なお、カード加盟店は、カードの完全な磁気ストライ

プデータ（ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含むものとします）・暗証番号・

セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとし

ます。 

3. カード加盟店は、自らの責任において、個人情報等を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることが

ないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPSはカード加盟店に対し

て個人情報等の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、カー

ド加盟店は SBPSが指定した基準を遵守するものとします。 

4. カード加盟店は、本条の内容を遵守するために、社内規程の整備、システムの整備・改善、従業

員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。 

5. SBPSは、SBPSの定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」（改定後

の内容を含むものとします。https://www.sbpayment.co.jp/ja/privacy/handling/）に定める利用

目的のために、カード加盟店が SBPSに登録したカード加盟店の担当者等の個人情報を、SBPS

https://www.sbpayment.co.jp/ja/privacy/handling/
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が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPSが取得・保有・利用するものとします。 

 

第37条 （個人情報等の漏洩等の対応） 

1. カード加盟店は、カード加盟店又は委託先の保有する個人情報等の滅失・毀損・漏洩等（以下、

「漏洩等」といいます）が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合、直ちに以下の措置を執

らなければならないものとします。なお、カード加盟店は、第 4号に定める公表を行うにあたっ

ては、カード発行会社、提携組織との間で事前に調整及び合意をする必要があることを予め承諾

するものとします。 

(1) 漏洩等の有無を調査すること。 

(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲（漏洩等の対象

となったカード番号等の特定を含むものとします）その他の事実関係及び発生原因を調査す

ること。 

(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策

定し実行すること。 

(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける

カード会員に対してその旨を通知すること。 

2. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるとき

には、カード加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大

を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 

3. カード加盟店は、第 1項柱書の場合には、直ちにその旨を SBPSに対して報告するとともに、遅

滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 

(1) 第 1項第 1号及び第 2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 

(2) 第 1項第 1号及び第 2号の調査につき、その途中経過及び結果 

(3) 第 1項第 3号に関し、計画の内容ならびにその策定及び実施のスケジュール 

(4) 第 1項第 4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 

(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって SBPSが求める事項 

4. カード加盟店の保有するカード番号等が漏洩等した場合であって、カード加盟店が遅滞なく第 1

項第 4号の措置をとらない場合には、SBPSは、事前にカード加盟店の同意を得ることなく、自

らその事実を公表しまた漏洩等したカード番号等に係るカード会員に対して通知することがで

きるものとします。 

5. SBPSは、カード加盟店又は受託者において、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由がある

場合、カード加盟店に対して漏洩等の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等の必要

な調査を行うことができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。なお、SBPS は、SBPS

が必要と判断した場合には、漏洩等の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、カード

加盟店は当該会社等による調査を受入れる（受託者への調査が必要な場合にはカード加盟店が受

託者に当該調査を受入れさせる）ものとします。またこの場合の調査に要する費用は、カード加

盟店の負担とします。 

6. SBPSが、前項の措置が不十分であると認めた場合、他のカード加盟店でのカード番号等の漏洩

等が発生した場合において類似の漏洩等の事故の発生を防止する必要がある場合、その他 SBPS

が必要と認める場合には、カード加盟店に対し、当該措置の改善の要求、信用販売の停止、その

他必要な措置・指導を行えるものとし、カード加盟店はこれに従うものとします。なお、SBPS

の改善要求・指導等の内容に委託先が実施すべき事項が含まれる場合には、カード加盟店は委託

先に当該改善要求・指導等を従わせるものとします。 

7. カード加盟店又は委託先の責に帰すべき事由により漏洩等が発生しその結果、カード会員、SBPS、

提携組織、カード発行会社等又はその他の第三者に損害が生じた場合、カード加盟店は当該損害
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について賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるもの

が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。 

(1) カードの再発行に関わる費用 

(2) 不正使用のモニタリングやカード会員対応等の業務運営に関わる費用 

(3) カードの不正使用による損害 

(4) 当該事故の損害・罰金として、提携組織、カード発行会社等、又はその他の第三者から SBPS

が請求を受けた費用 

(5) 前 4号の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用 

(6) 弁護士費用等 

 

第38条 （是正改善計画の策定と実施） 

1. SBPSは、カード加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、カード加盟店に対し、期間を

定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は

これに応じるものとします。 

(1) 第 32条（カード番号等の適切な管理）第 2項、第 3項の義務を履行せず、又は履行していな

いおそれがあるとき。 

(2) 保有するカード番号等が、漏洩等し又はそのおそれがある場合であって、第 37条（個人情報

等の漏洩等の対応）第 1項第 3号の義務を相当期間内に履行しないとき。 

(3) 第 33条（カードの有効性確認）に違反し又はそのおそれがあるとき。 

(4) カードを用いた信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 34条（不正利用等発

生時の対応）の義務を相当期間内に履行しないとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、カードを用いた信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事

情に照らし、割賦販売法に基づき、SBPSに対し、カード加盟店についてその是正改善を図る

ために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。 

2. SBPSは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、カード加盟店が当該計画

を策定もしくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案

の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、カード加盟店と協議のうえ、是正

及び改善のために必要かつ適切と認められる事項（実施すべき時期を含むものとします）を提示

し、その実施を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。 

 

第39条 （SBPSの委託先への個人情報等の提供） 

SBPSは、カード加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、カード加盟

店から預託を受けている個人情報等を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合

において、SBPSは、当該第三者が個人情報等を漏洩等しないよう、責任をもって監督するもの

とします。 

 

第40条 （第三者からの申立） 

1. 個人情報等の漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、SBPS

に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、カード加盟店は当該申立の調査、解決等につき

SBPSに全面的に協力するものとします。 

2. 前項の第三者からの SBPSに対する申立が、カード加盟店の責任範囲に属するときは、カード加

盟店は、SBPSが当該申立を解決するのに要した一切の費用（直接の費用であるか間接の費用で

あるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします）を負担するものとし、カード加盟店は SBPS

の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。 
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第6章 加盟店情報の取扱い 

 
第41条 （カード加盟店情報の取得・保有・利用） 

1. カード加盟店、カード加盟店契約の申込者及びその代表者（以下、これらを総称して「カード加

盟店等」といいます）は、SBPS によるカード加盟店等との取引に関する審査（以下、「加盟審

査」といいます）、その後のカード加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業

務遂行、SBPSが提供する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査及び

SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」（改定後の内容を

含むものとします。https://www.sbpayment.co.jp/ja/privacy/handling/）に定める利用目的のた

めに、カード加盟店等に係る次の情報（以下、これらの情報を総称して「カード加盟店情報」と

いいます）を SBPSが適当と認める保護措置を講じたうえで SBPSが取得・保有・利用すること

に同意するものとします。また、カード加盟店等は、SBPSが二重加盟や二重契約の防止等の理

由から他のカード取扱に係る申込時の審査ならびに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のた

めにカード加盟店情報を利用することに同意するものとします。 

(1) カード加盟店等の商号（名称）、所在地、郵便番号、電話（FAX）番号、法人番号（行政手続

きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）

第 2 条第 15 項）、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、カード加盟店等

が SBPSに届出た情報 

(2) カード加盟店等の申込日、契約日、契約終了日及びカード加盟店等と SBPS との取引に関す

る情報 

(3) カード加盟店等のカードの取扱状況に関する情報 

(4) SBPSが取得したカード加盟店等のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 

(5) カード加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 

(6) SBPSがカード加盟店等又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住

民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 

(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されているカード加盟店等に関する情報 

(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表したカード加盟店等に関する情報及び当該内容に

ついて SBPSが調査して得た内容 

(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他のカー

ド加盟店等に関する信用情報 

2. カード加盟店は、カード加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を

問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS及び SBPSが加盟する加盟店情報交換セン

ター（以下、「センター」といいます）に一定期間登録され、次条で定める共同利用者が利用す

ることに同意するものとします。 

3. カード加盟店は、SBPS及びセンターが、カード加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令

等及び SBPSならびにセンター所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するもの

とします。 

 

第42条 （加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意） 

1. カード加盟店等は、以下の事項について同意するものとします。 

(1) センター所定のカード加盟店情報をセンターに報告し、登録されること。 

(2) センターに登録された情報（既に登録されている情報を含むものとします）が、加盟審査加

盟店に対する措置及びカード加盟店との契約締結後の管理のため、当該センターの加盟会員

によって共同利用されること。 

https://www.sbpayment.co.jp/ja/privacy/handling/
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(3) センターに登録された情報（既に登録されている情報を含むものとします）が、当該情報の

正確性・最新性及び消費者保護その他公益のため、センター及び当該センターの加盟会員に

よって利用されること。 

(4) SBPSが、センターに登録されているカード加盟店に関する情報を、加盟審査及び契約後の管

理のために利用すること。 

2. 前項に記載するセンター、共同利用の範囲及び目的等は、以下のとおりとします。なお、SBPS

が加盟するセンターを変更追加した場合には、当該変更追加内容をカード加盟店に通知又は

SBPSが適当と認める方法で公表することにより、追加変更されるものとします。 

(1) 共同利用の目的 

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度にお

いて、カード加盟店によるカード会員の保護に欠ける行為（その疑いがある行為及び当該行

為に該当するかどうか判断が困難な行為を含むものとします）に関する情報及びカード会員

を保護するために必要なカード加盟店に関する情報並びにカード番号等の適切な管理及びカ

ード番号等の不正な利用の防止（以下「カード番号等の適切な管理等」といいます）に支障

を及ぼすカード加盟店の行為に関する情報及びカード番号等の適切な管理等に必要なカード

加盟店に関する情報を、センターが加盟店情報交換制度加盟会員会社（以下、「JDM 会員」

といいます）に報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員

のカード加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質カード加盟店を排除するとと

もに、カード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に

資することを目的とします。 

(2) 共同利用する情報の内容 

① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に

係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由  

② 包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のた

めに講じた措置の事実及び事由 

③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関しカード会員等の保護に

欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係

る契約を解除した事実及び事由  

④ カード会員の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われるもしくは該当するかど

うか判断できないものに係る、JDM 会員・カード会員等に不当な損害を与える行為に関す

る客観的事実である情報  

⑤ カード会員（契約済みのものに限らないものとします）から JDM会員に申出のあった内容

及び当該内容のうち、カード会員等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為

と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報  

⑥ 行政機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法律等について違反又は違反する

おそれがあるとして、公表された情報等）について、センターが収集した情報  

⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるカード情報漏えい等の事故が発生又

は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調

査の事実及び事由  

⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるカードの不正使用の発生状況等に

より、当該カード加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがある

と認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及

び事由  

⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がカード番号等の適切な管理の為に必要な

法令が求める基準に適合していないことに関する情報  
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⑩ 上記⑦から⑨に関して、当該カード加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは

再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由  

⑪ 上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該カード加盟店が従わないもしくは法令が求める基

準に適合することが見込まれないことを理由にカード番号等取扱契約を解除した事実及び

事由 

⑫ 加盟店等によるカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 

⑬ 上記の他カード会員等の保護に欠ける行為及びカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす

行為に関する情報  

⑭ 前記各号に係る当該カード加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日（法人の場合は、法

人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名及び生年月日）。ただし、上記⑤の情

報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、

及び生年月日（法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日）を除くものとします。  

⑮ 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情

報が登録されている場合は当該情報 

(3) 登録期間 

登録日又は必要な措置の完了日（講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了

した日）、契約の解除日から 5年間を超えない期間登録されるものとします。 

(4) カード加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員（共同利用者の範囲） 

協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせ

ん業者、立替払取次業者、カード番号等取扱契約締結事業者及びセンター 

(5) SBPSが加盟する加盟店情報機関及び運用責任者 

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 

住  所：東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町ビル 6階 

代表理事：松井 哲夫 

電話番号：03-5643-0011 

 

第43条 （加盟店情報の取扱いに関する不同意） 

SBPSは、カード加盟店等がカード加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、又

は前 2条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、カード加盟店契約の締結又は

決済手段の追加を断ることや、解約又は決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあ

るものとします。 

 

第44条 （個人情報の開示・訂正・削除） 

1. カード加盟店等の代表者は、SBPS及びセンターに対して、個人情報保護法に定めるところによ

り、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。 

2. SBPSは、SBPSに登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、

速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。 

3. センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先は、第 42 条（加盟

店情報交換センターへの登録・共同利用の同意）第 2 項第 5 号に記載のとおりとします。なお、

SBPSに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとしま

す。 

SBペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口 

住所：東京都港区海岸一丁目 7番 1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14階 

代表取締役：榛葉 淳 

E-mail：privacy@sbpayment.jp 
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第7章 一般条項 

 

第45条 （委託） 

1. SBPSは、本規約の規定に基づいて行う業務の全部又は一部を SBPSの責任においてカード加盟

店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。 

2. カード加盟店は、カード加盟店契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託（数次委

託を含むものとします）する場合、事前に SBPSに届出て書面による承諾を得るものとします。 

3. カード加盟店は、SBPSの承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先（数次委託の場合はその全

てを含むものとします）に対しカード加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について

一切の責任を負うものとします。 

4. カード加盟店は、SBPSによる書面による事前の承諾を得て、カード番号等の取扱いを第三者に

委託する場合、次に定める基準を満たしている必要があるものとします。なお、受託者が当該基

準を満たさなくなった場合には、直ちに業務委託を取り止め、又は受託者を変更するものとしま

す。 

(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者（以下、「受託者」といいます）が次号に定める

義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であること。 

(2) 受託者に対して、カード加盟店が第 32条（カード番号等の適切な管理）に基づき負担する義

務と同等の義務を負担させること。 

(3) 受託者が第32条第2項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等について適切な管理

措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、同条第 3 項に準じてカー

ド加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨

をカード加盟店との間の委託契約中に定めること。 

(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について、定期的に又は必要に応じて確認する

とともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督

を行うこと。 

(5) 受託者があらかじめカード加盟店及び SBPS の書面による承諾を得ることなく、第三者に対

してカード番号等の取扱いを委託してはならないことをカード加盟店との委託契約中に定め

ること。 

(6) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等し又はそのおそれが生じた場合、

第 37条（個人情報等の漏洩等の対応）各項に準じて、受託者は直ちにカード加盟店及び SBPS

に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査及び二次被害なら

びに再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果をカード加盟店及び

SBPS に報告しなければならない旨をカード加盟店と受託者との間の委託契約中に定めるこ

と。 

(7) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等し又はそのおそれが生じた場合、

原因究明のための調査（事故に係るカード番号等の特定を含むものとします）を行い、受託

者に対し、調査結果をカード加盟店に通知することを指導しなければならないこと。 

(8) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等し又はそのおそれが生じた場合、

受託者に対し、再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない

こと。 

(9) カード加盟店及び SBPSが、受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 30条（調査・協

力）に定める調査権限と同等の権限及びカード番号等の適切な管理が図られるよう、指導そ

の他必要な措置を講じることができる権限を有する旨を、カード加盟店と受託者との間の委
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託契約中に定めること。 

(10) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、カード加盟店が必要に応じて

当該受託者との契約を解除できる旨、及び当該受託者に適切な内容の損害賠償義務を負担さ

せる旨を契約内容として定めること。 

5. 前項第 1号の場合に関し、カード加盟店は、SBPSに対し、SBPSにおいて受託者がカード番号

等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを判定するために必要となる資料

及び SBPSが指定する資料を提出するものとします。また、カード加盟店は、SBPSの承諾を得

て業務の委託を行う場合、受託者に対しカード加盟店契約を遵守させるものとし、受託者の行為

について一切の責任を負うものとします。 

6. カード加盟店は、受託者を変更する場合、SBPSの書面による事前の承諾を得るものとします。 

 

第46条 （届出事項の変更） 

1. カード加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、SBPSに対し、直ちにSBPS所定の方

法によりその旨を SBPSへ通知するものとします。なお、指定振込口座の変更については、SBPS

が当該変更を承諾するまで、指定振込口座情報は変更されないものとします。 

(1) 法人等に係る情報 

商号（名称）、所在地（住所）、郵便番号、電話（FAX）番号、メールアドレス、法人番号、

指定振込口座、主たる営業所等 

(2) 代表者に係る情報 

代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等 

(3) 商品等に係る情報 

取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等 

(4) セキュリティ対策の内容 

(5) カード加盟店担当者の連絡先 

2. カード加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、直

ちに SBPSに通知するものとします。 

(1) 営業の全部又は一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更 

(2) 第 50条（契約解除等）第 1項各号の事由 

3. カード加盟店は、SBPSからカード加盟店契約に関し、必要となる事項の届出を求められた場合、

速やかにこれに応じるものとします。 

4. カード加盟店が前 3項に定める通知、届出を怠った、又は通知した、届け出た情報に誤りがあっ

た場合において、SBPSからのカード加盟店に対する通知、送付書類等が延着又は到着しなかっ

た場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 

5. カード加盟店が第 1項から第 3項に定める通知、届出を怠ったため、又は通知した、届け出た情

報に誤りがあったことにより、SBPSからカード加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払わ

れるべき時期に支払われたものとみなします。また、カード加盟店が損害を被ったとしても、

SBPSは一切その責任を負わないものとします。 

 

第47条 （差押等の場合の処理） 

SBPSは、カード加盟店契約に基づきカード加盟店が SBPSに対して有する債権について、第三

者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を SBPS所定の手続きに従って処理す

ることができるものとし、SBPSは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないも

のとします。 

 

第48条 （地位の譲渡等の禁止） 
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1. カード加盟店は、カード加盟店契約上の地位を移転し、又は本規約により生じた自己の権利義務

の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。 

2. SBPS は、カード加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、カード加盟店契約上の地

位の全部もしくは一部、又はカード加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部

を第三者に譲渡することができるものとします。 

 

第49条 （有効期間） 

1. カード加盟店契約の有効期間は、カード加盟店契約の成立の日から翌年3月31日までとします。

ただし、期間満了の 6ヵ月前までにカード加盟店又は SBPSのいずれからも特段の申し出がない

限り、カード加盟店契約は自動的にさらに 1年間延長するものとし、以後も同様とします。 

2. 前項の定めにかかわらず、カード加盟店又は SBPSは、6ヵ月前までに相手方に対し書面で通知

することによりカード加盟店契約を解除できるものとします。 

3. カード加盟店は、前 2項の規定により SBPSに対してカード加盟店契約の終了又は解約の通知を

した場合であっても、第 24 条（カード加盟店手数料）の規定に従い、SBPS に対してカード加

盟店契約の終了の日までに発生するカード加盟店手数料を支払うものとします。 

 

第50条 （契約解除等） 

1. カード加盟店及び SBPSは、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告するこ

となく直ちにカード加盟店契約の全部又は一部を解除できるものとします。 

(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分又は会社更生、破産、

民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。 

(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分又は競売の申立てがあった場合。 

(3) 手形又は小切手が不渡りになった場合。 

(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。 

(5) 解散、合併、分割又は事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。 

(6) カード加盟店が個人であるときは、死亡した場合、又は後見開始、保佐開始もしくは補助開

始の審判を受けた場合。 

(7) カード加盟店が所在地又は住居を日本国外に移転した場合。 

(8) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。 

(9) 相手方の営業又は業態が公序良俗に反すると判断した場合。 

(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。 

(11) カード加盟店が他のカード発行会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用し

ていることが判明した場合。 

(12) カード会員からの苦情が複数発生した場合。 

(13) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他カード加盟店が不正な行

為を行ったと SBPSが判断した場合。 

(14) カード加盟店の信用販売について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が高

いと SBPSが判断した場合。 

(15) カード加盟店の取り扱う商品等の販売・役務の提供が、カード会員の換金目的による利用の

割合が高いと SBPS が判断した場合、又はカード会員の決済手段の利用が換金目的であるこ

とが明らかである場合に、カード加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な販売・役

務の提供を行っていると SBPSが判断した場合。 

(16) カード加盟店契約の申込時及び第 46条（届出事項の変更）の変更時に虚偽の事項を通知した

ことが判明した場合。 

(17) カード加盟店が届出た連絡先においてSBPSからカード加盟店に対する連絡がとれない場合。 
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(18) 第 48条（地位の譲渡等の禁止）第 1項に違反した場合。 

(19) カード加盟店が本規約に定める手続きによらずに信用販売を行った場合。 

(20) 本規約に定められた SBPS の調査に協力しない場合（虚偽の回答をなした場合、回答期限ま

でに回答しない場合を含むものとします）、又は本規約に定められた SBPSの指導、要請等に

従わない場合。 

(21) 相手方の支払いが延滞した場合。 

(22) カード加盟店が 1年以上継続して信用販売を行っていない場合。 

(23) 行政機関から行政処分を受けた場合。 

(24) 第三者が定める信用照会端末の利用に関する規約に違反した場合。 

(25) 本カード加盟店契約以外にカード加盟店と SBPS との間で締結している契約が解除された場

合。 

(26) その他、本規約を含むカード加盟店契約に違反した場合、又はカード加盟店として不適当と

SBPSが判断した場合。 

2. カード加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、カード加盟店契約を解除するか否か

にかかわらず、SBPSは、立替払金の支払いの取消し又は支払いを保留することができるものと

します。この場合 SBPSは、第 29条（支払いの取消・留保）に準じて処理するものとします。 

3. カード加盟店及び SBPS は、第 1 項によりカード加盟店契約の全部又は一部が解除された場合、

相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものと

します。 

4. SBPSは、カード加盟店が第 1項各号のいずれかに該当すると、具体的に疑われる場合、その他

SBPSが必要と判断した場合、立替払金の支払いの停止を含め、カード加盟店契約上の一切の取

引を一時的に停止することができるものとします。 

5. カード加盟店は、以下の事項に該当する場合、カード加盟店契約に基づく信用販売を行うことが

できない場合があることを承諾するものとします。  

(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステム又はネットワークシス

テムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると SBPS が判断した

場合 

(2) 信用販売を行うために必要な機器類（端末機を含む）、ソフトウェア及び通信回線（以下、本

条において「機器類等」といいます）に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、

機器類等がカード加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等が

あった場合 

(3) コンピュータシステム又はネットワークシステムの保守等が必要であると SBPS が判断した

場合 

 

第51条 （反社会的勢力の排除） 

1. カード加盟店及び SBPSは、相手方に対し、現在、自己及び自己の代表者、役員その他の実質的

に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ（以下、「暴力団員等」といいます）

にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

(6) その他前各号に準ずる者 

2. カード加盟店及び SBPSは、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明
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し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするな

ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

る関係を有すること。 

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す

ること。 

3. カード加盟店及び SBPSは、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為

を行わないことを確約するものとします。 

(1) 詐術、 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務

を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

4. カード加盟店及び SBPSは、自己の下請又は委託業者（下請又は再委託契約が数次にわたるとき

には、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします）が第 1項各号及び第 2項各

号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。 

5. カード加盟店及び SBPSは、自己又は自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求又は業務妨害

等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は委託先業者をしてこれを拒否させるととも

に、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関へ

の通報及び相手方の報告に必要な協力を行うものとします。 

6. カード加盟店及び SBPSは、相手方（委託業者を含むものとします）が第 1項又は第 2項のいず

れかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求める

ことができ、相手方はこれに応じるものとします。また、カード加盟店及び SBPSは、自らが第

1項又は第 2項のいずれかの一つにでも該当し、又は該当するおそれがあることが判明した場合、

相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。 

7. SBPSは、カード加盟店が第 1項、第 2項もしくは第 4項に該当もしくは表明・確約に関して虚

偽の申告をしていたことが判明した場合、又は第 3項に違反している疑いを認める場合、立替払

金の支払いの停止を含め、カード加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるも

のとします。 

8. カード加盟店及び SBPSは、相手方が第 1項から第 5項に該当、違反又は表明・確約に関して虚

偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちにカード加盟店契約上の一切

の取引を停止し、カード加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPSは、

立替払金の支払いの取消し又は支払いを保留することができるものとし、第 29 条（支払いの取

消・留保）に準じて処理するものとします。 

9. 前項に基づきカード加盟店契約が解除された場合、カード加盟店契約を解除された相手方（以下、

「被解除者」といいます）は、カード加盟店又は SBPSに対し負担する一切の金銭債務につき当

然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。また、本条によりカード加盟店契約を

解除した当事者（以下、本条において「解除者」といいます）は、被解除者に損害が生じても、

何らこれを賠償ないし補償することは要しないものとします。また、当該解除により解除者に損

害が生じたときは、被解除者はその損害を賠償するものとします。 
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第52条 （損害賠償） 

1. カード加盟店契約の履行に関し、カード加盟店が自己の責に帰すべき事由により、SBPSに損害

を与えた場合は、SBPSが被った直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負

うものとします。 

2. カード加盟店契約の履行に関し、SBPSが自己の責に帰すべき事由により、加盟店に損害を与え

た場合は、加盟店が被った直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うもの

とします。ただし、この場合において、SBPSが負担する損害額は、第 22条（収納業務、対価）

に基づき算出される損害が発生した日が属する月から直近3ヶ月間においてSBPSが受領したカ

ード加盟店手数料の額を限度とします。 

 

第53条 （遅延損害金） 

カード加盟店及び SBPSは、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対

して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 3%の遅延損害金を、相

手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365日の日割り計算とします。 

 

第54条 （契約終了後の措置及び残存条項） 

1. カード加盟店は、カード加盟店契約が終了した場合は直ちに、カード加盟店契約の存在を前提と

した広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。なお、カード加盟店契約終了時点

までに行われた信用販売は、カード加盟店契約終了後もなお本規約の適用を受けるものとします。 

2. カード加盟店契約終了後といえども、第 19 条（記録等の保管）、第 20 条（提携組織の規則等の

遵守）第 4項、第 27条（カード会員との紛議に関する措置等）、第 28条（支払停止の抗弁）、第

29 条（支払いの取消・留保）、第 30 条（調査・協力）、第 35 条（秘密保持）、第 36 条（個人情

報等の管理責任）、第 37条（個人情報等の漏洩等の対応）、第 39条（SBPSの委託先への個人情

報等の提供）、第 40条（第三者からの申立）、第 6 章（加盟店情報の取扱い）、第 47条（差押等

の場合の処理）、第 48条（地位の譲渡等の禁止）、第 52条（損害賠償）、第 53条（遅延損害金）、

本条、第 55条（免責）、第 57条（分離可能性）、第 58条（準拠法）、第 59条（合意管轄）及び

第 60条（協議解決）については、なお効力を有するものとします。 

 

第55条 （免責） 

以下の各号のいずれかに該当する場合、これによってカード加盟店が被った損害について、SBPS

はカード加盟店に対して一切責任を負わないものとします。ただし、SBPSに故意又は重過失が

認められる場合には、SBPSは免責されないものとします。 

(1) SBPS のシステムが外部の接続機関（以下、「外部機関」といいます）と連携するオンライン

処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により

発生したパフォーマンス低下があった場合。 

(2) SBPSのシステムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合によ

る通信不可、処理不可があった場合。 

(3) SBPSの決済システムがカード加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅

延が発生した場合。 

(4) SBPSが管理する回線、データセンター回線、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理

不可があった場合。 

(5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、二重化構成以上のシステム環境においても、継続運

転ができなくなった場合。 

(6) カード加盟店又はカード加盟店の委託先の指示、行為等（システムの不具合を含むものとし

ます）によって SBPSの義務が果たせない場合。 
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(7) 法令もしくは提携組織の規則等の制定改廃又は行政機関もしくは提携組織の指導命令等によ

って、SBPSの義務が果たせなくなった場合。 

(8) 上記のほか、天災地変、その他不可抗力によって、SBPSの義務が果たせなくなった場合。 

 

第56条 （電子メールによる通知） 

1. SBPSは、本規約で別に定める場合を除き、カード加盟店に対して行う各種通知（本規約におい

て書面、文書により行う通知を含むものとします）を、加盟店が予め SBPSに届出たメールアド

レス宛に電子メール（以下、「通知メール」といいます）により通知することができるものとし

ます。 

2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPSの送信用電子計算機から発信された時点で到達し

たものとみなすことができるものとします。 

3. SBPSから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、カード加盟店

は直ちに SBPSに連絡するものとします。 

 

第57条 （分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であ

っても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された条項のうちの当該無効又

は執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第58条 （準拠法） 

カード加盟店契約の準拠法は、日本法とします。 

 

第59条 （合意管轄） 

カード加盟店契約に起因し、又は関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

 

第60条 （協議解決） 

本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満

に解決を図るものとします。 

 

 

2020年 2月 15日 制定 

2020年 7月  1日 改定 

2021年 8月  1日 改定 

2022年 2月  8日 改定 

2022年 4月 1日 改定 

2024年 12月 1日 改定 

2025年 12月 16日 改定 
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銀聯カード加盟店特約 

 

 

第1条 （総則） 

1. 本特約は、銀聯カードによる信用販売に関して「SBPSクレジットカード加盟店規約（他社端末使用、

対面取引用）」（以下、｢加盟店規約｣といいます）とは異なる事項を定める特約です。 

2. 本特約は、銀聯カード加盟店が行う、銀聯カードによる信用販売に関し適用されるものとし、本特約

に定めのない事項については、加盟店規約に従うものとします。 

3. SBPSは、加盟店規約の規定に従い本特約の内容を変更することができるものとします。 

 

第2条 （用語の定義） 

本特約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとし、その他の用語の

意味は加盟店規約に従うものとします。 

(1) 「銀聯カード」とは、提携組織である中国銀聯股份有限公司又は銀聯国際有限公司（以下、総称し

て｢銀聯｣といいます）から付与されたライセンスに基づき、銀聯の所定のブランドマークが表示さ

れたカードをいいます。 

(2) 「銀聯カード加盟店」とは、カード加盟店のうち、SBPSが銀聯カードの取扱いを認めたカード加

盟店をいいます。 

(3) 「銀聯カード会員」とは、カード会員のうち、カード発行会社から銀聯カードの保有を認められた

カード会員をいいます。 

 

第3条 （信用販売の種類） 

銀聯カード加盟店が銀聯カードにより取扱うことができる信用販売の種類は、1回払いのみとします。 

 

第4条 （信用販売及び取消し等の方法） 

1. 銀聯カード加盟店は、銀聯カード会員が信用販売を求めた場合は、以下のとおり取扱うものとします。 

(1) 信用照会端末（その他 SBPSの認める端末を含む。以下同様。）を使用し、銀聯カードの真偽及び

有効期限について、その銀聯カードが有効なものであることを確認するとともに、銀聯カードが有

効である場合には SBPS所定の方法により売上票を送信し、SBPSからの承認を得るものとします。 

(2) その場で銀聯カード会員による売上票への銀聯カード会員の署名及び銀聯カード会員本人による

暗証番号の入力を求め、銀聯カードの署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であるこ

と及び当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。ただし、信用照会端末が暗

証番号の入力を求めなかった場合には、銀聯カード会員本人に対して暗証番号の入力を求めること

及び暗証番号が正しく入力されたことの確認を省略することができます。なお、銀聯カード加盟店

は銀聯カード会員に対し、売上票に銀聯カード会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないも

のとします。 

(3) 銀聯カード券面の会員番号・銀聯カード名義人と売上票の銀聯カード会員番号・会員氏名が同一で

あること、また顔写真入りカードの場合には、カード提示者が当該顔写真と同一人物であることを

確認するものとします。 

(4) 売上票の控え、又は売上票に記載した事項が記載されている書面を当該銀聯カード会員に交付する

ものとします。 

2. 銀聯カード加盟店は、何らかの理由（信用照会端末の故障、電話回線障害等を含むがこれらに限られ

ない）により信用照会端末が使用できない場合には、銀聯カードを提示した銀聯カード会員に対する

信用販売を行うことはできません。この場合、銀聯カード加盟店が信用販売ができなかったことにつ



33 

 

いて、SBPSは銀聯カード加盟店に対し一切の責任を負わないものとします。 

3. カード会員から信用販売の取消もしくは解除等の申し出があり、カード加盟店がこれを受け入れる場

合の SBPSに対する売上取消の提出は、信用照会端末を使用する方法又は SBPS所定の書面に売上取

消を記載し当該書面を提出する方法によるものとします。 

 

第5条 （銀聯カードの取扱い終了） 

1. 銀聯カード加盟店がカード加盟店契約又は本特約に違反した場合、又は SBPSもしくは銀聯が銀聯カ

ード加盟店における銀聯カードによる信用販売を不適当と認めた場合には、SBPS 又は銀聯の判断に

より、銀聯カード加盟店による銀聯カードの取扱いを中止又は終了させることができるものとします。 

2. 銀聯カード加盟店は、SBPS 及び銀聯との間において、銀聯カードの取扱いに関する提携関係が終了

する場合には、SBPS が銀聯カード加盟店に通知を行うことで、銀聯カード加盟店による銀聯カード

の取扱いを終了させることがあることをあらかじめ承諾するものとします。 

 

第6条 （本特約の終了） 

本特約は、カード加盟店契約が終了した場合又は第 5 条により銀聯カード加盟店における銀聯カード

の取扱いが終了した場合には、終了するものとします。 

 

以上 

 

2025年 12月 16日 制定 

 


